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江差追分会館条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（使用料） （使用料） 

第７条 （略） 第７条 （略） 

２ 別表１の区分に掲げる観覧料について、江差町民は無料とする。 （新設） 

３ 町長は、特に必要があると認めたときは、同条第１項の使用料を減

額し、又は免除することができる。 

２ 町長は、特に必要があると認めたときは、前項      の使用料を減

額し、又は免除することができる。 

４ （略） ３ （略） 

５ （略） ４ （略） 
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江差町文化財建造物施設管理条例新旧対照表 

改正後 改正前 

第１条以下略 第１条以下略 

附 則 （略） 附 則 （略） 

別表 別表 

入館料を定めた表 略 入館料を定めた表 略 

備考 備考 

１ 次に掲げるものは、無料とする。 １ 次に掲げるものは、無料とする。 

(1) 江差町民。 （新設） 

(2) 満７０歳以上の人。 (1) 満７０歳以上の人。 

(3) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交

付を受けている人。 

(2) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保険手帳の交付を

受けている人。 

(4) 町内に存する社会福祉施設、介護保険サービス事業所に入

所又は通所する人。 

(3) 町内に存する身体障害者療護施設、知的障害者厚生施設、精

神障害者生活訓練施設その他の規則で定める社会福祉施設に入

所又は通所する人。 

(5) 前各号に該当する人のうち介護者が必要なものにあつては

その介護者。 

(4) 前各号に該当する人のうち介護者が必要なものにあつては

その介護者。 

（削除） (5) 町内に存する小学校又は中学校に在籍する児童又は生徒。 

２ 旅行業法（昭和２７年法律第２３９号）第３条に定める旅行業

者と入館に係る契約をしたときは、その契約の額を割引くものと

する。 

２ 旅行業法（昭和２７年法律第２３９号）第３条に定める旅行業

者と入館に係る契約をしたときは、その契約の額を割引くものと

する。 

３ 文化財施設３館の共通入館券を発行することができる。 ３ 文化財施設３館の共通入館券を発行することができる。 
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事業区分 概  要 補助率 予算額（千円）
財源 

補助金 一般財源 

総務省所管 住民基本台帳システム改修 

地方税務システム改修 

団体内統合宛名システム改修 

10／10 

2／3 

10／10 

計 

4,034

1,167

4,763

9,964

4,033

777

4,762

9,572

1 

390 

1 

392 

厚生労働省所管 

(H26 繰越分＋H27) 

障害者福祉システム改修 

児童福祉システム改修 

国民健康保険システム改修 （国保会計繰出）

後期高齢者医療システム改修（後期会計繰出）

介護保険システム改修   （介護会計繰出）

国民年金システム改修 

2／3 

2／3 

2／3 

2／3 

2／3 

10／10 

計 

1,699

1,517

1,624

949

2,217

458

8,464

1,131

1,010

1,082

631

1,477

456

5,787

568 

507 

542 

318 

740 

2 

2,677 

通知カード・個人番号

カード関連事務委任交

付金 

通知カード等の作成・発送事業 

個人番号カードの申込処理事業 

個人番号カードの製造・発行事業 など 

10/10 2,961 2,961 0 

・税務システム等の 1／3負担（ウラ負担）については、交付税措置 

 

  

   ○条例の制定等 ： 個人情報保護条例の改正、個人番号の独自利用の条例制定、その他関連する条例、規則改正 

   ○職員研修等  ： 個人番号を取り扱う職員への研修等 

   ○町民への周知 ： 番号制度、利用に関する事項を広報等で町民へ周知 

   ○番号カード交付： 個人番号の付番、通知カード及び個人番号カードの交付（委任） 

社会保障・税番号制度に係るシステム整備等 

番号制度導入に係る今後想定される事務 
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番号制度スケジュール 
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◆新幹線開業を見据えた観光対策 【事業費１，２８０千円】 

（１）新幹線木古内駅活用推進協議会負担金 

  ・目的 道南９町で結成された「新幹線木古内駅活用推進協議会」への負担金 

                          事業費 ４００千円 

 

（２）北海道新幹線開業カウントダウンイベント「北海道新幹線道南交流フェスタ」の 

   開催 

  ・目的 新幹線開業へ向けて町民の「おもてなし」をはじめとする開業気運を高める 

ために開催する。 

  ●開催日（予定）－平成２７年１１月１５日（日）午後２時～ 

  ●会 場    －江差町文化会館 ※ロビーで各町物産展を合わせて開催 

  ●参加者    －７００名目標 

  ・オープニング －「江差追分」「餅つき囃子」 

  ・第１部―「新幹線開業カウントダウン トークセッション」 

  ・第２部―北海道新幹線応援隊「道南ドリームチーム」キャプテン 暁月めぐみさん  

       と北斗市公認ローカルアイドルグループ「北斗夢学院桜組」コンサート 

       （予定） 

  ・経 費 出演料、郷土芸能謝礼他        事業費 ８８０千円 

 

◆観光振興事務 【事業費２，５１３千円】 

（１）「第１６回北前船寄港地フォーラムＩＮ大阪」参加経費 

  ・目的 大阪と北海道を瀬戸内海、日本海経由で結んだ「北前船」は、広範囲の物流 

ネットワーク機能により各寄港地を拠点に日本海側に一大経済研を形成してき 

た。この「北前船寄港地フォーラム」は、その寄港地の都市が連携して今に残 

るその魅力を発信し、広域の観光ルート形成により地方創生に寄与するもので 

ある。 

      今年で第１６回を迎えるにあたり、次年度以降、江差町での開催を視野に入 

れるために、ネットワーク形成を図ることを目的として参加する。 

  ●旅費２名分                  事業費 ２４５千円 

 

（２）江差町観光ポスター制作経費 

  ・目的 新幹線開業１年前となることから、各種イベント等での観光ＰＲを図ってい 

くことを目的に制作する。（現在のポスターは制作から２０年以上経っているこ 

とから、新しい江差のイメージを創る。） 

●デザイン制作費  ６４８，０００円（公募方式を採用） 

●印刷費    １，６２０，０００円（１，０００枚） 

                          事業費 ２，２６８千円 
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歴 史 文 化 基 本 構 想 の 概 要 

 

１．構想の背景 

文化庁では、平成２７年度より「日本遺産」の認定制度を創設しました。 

日本遺産のキーワードは「地域の魅力として発信する明確なテーマを持っ

たストーリーで語れる有形・無形の文化財群」であり、それらを総合的に整

備・活用し、国内外に戦略的に発信することにより、地域の活性化を図るこ

とを目的としたものです。 

町が単独で認定に向けて申請するためには文化庁が示す指針に基づいた

「歴史文化基本構想」の策定が必須要件となっています。 

 

２．構想策定の概要 

  地域に存在する文化財を、指定・未指定に関わらず幅広く捉えて的確に把

握し、文化財をその周辺まで含めて総合的に保存活用するための指針として

策定します。 

 

３．構想に掲げる項目 

  ○地域の歴史文化の特徴 

  ○文化財の把握 

  ○文化財の保存・活用計画の基本的な方針 

  ○文化財の保存・活用を推進するための体制整備方針 

 

４．スケジュール（予定） 

○平成２７年 ７月～構想策定に向けた策定委員会の立ち上げ 

（年度内３回程度） 

       １０月～町民を対象にしたシンポジウムの開催 

       １１月～先進地視察 

○平成２８年１２月～構想完成 

 

 ５．その他 

構想策定の先に日本遺産を見据えてはいますが、そのためだけではありま

せん。 

単なる観光客を呼び込むだけの取り組みではなく、歴史的建造物修理の技

術伝承や民俗芸能の後継者育成など、有形・無形の文化財を可能な限り後世

に残すための方針「文化財版総合計画」として位置付けながら策定します。 
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